
 東京都市計画都市高速鉄道の変更（素案） 
 
東京都市計画都市高速鉄道のうち、第１３号線を次のように変更する。 

 

１ 線路部分 

名   称 位    置 区 域 構    造 

備 考 
番号 路 線 名 起 点 終 点 主な経過地 延 長 

構造 

形式 

地表式の区間にお

ける幹線街路等と

の交差の構造 

  第１３号線 
 

豊島区西池袋一丁目 渋谷区渋谷二丁目 豊島区雑司が谷三丁目 
新宿区戸山三丁目 
新宿区新宿七丁目 
新宿区新宿三丁目 
渋谷区千駄ヶ谷三丁目 
渋谷区神宮前六丁目 
 

約 ８，９００ｍ 地下式   線路線数２ 

その他 本線の一部（豊島区西池袋一丁目地内）において、立体的な範囲を定める。（面積約４７０㎡を対象） 
 

 

「区域、立体的な範囲及び構造は、計画図表示のとおり」 
 
 
  



 
２ 主要施設 

名   称 
位  置 備   考 

番号 路 線 名 施 設 名 

 
 
 
 

第１３号線 
 

雑司ヶ谷駅 
西早稲田駅 
新宿七丁目駅 
新宿三丁目駅 
新千駄ヶ谷駅 
明治神宮前駅 
渋谷駅 

豊島区雑司が谷三丁目 
新宿区戸山三丁目 
新宿区新宿七丁目 
新宿区新宿三丁目 
渋谷区千駄ヶ谷三丁目 
渋谷区神宮前六丁目 
渋谷区渋谷二丁目 
 

約 ６，０００㎡ 
約 ６，１００㎡ 
約 ６，１００㎡ 
約１３，４００㎡ 
約 ４，４００㎡ 
約 ５，１００㎡ 
約 ９，１００㎡  

「区域及び構造は、計画図表示のとおり」 
 
理 由 

     豊島区西池袋一丁目地内において、都市高速鉄道第１３号線の区域を施設建築敷地に含む池袋駅西口地区第一種市街地再開発事業が予定されている。 
市街地再開発事業の事業計画において、都市高速鉄道が存するように定め、その機能を保全するため、施設建築敷地内の都市高速鉄道第１３号線の

区域について、立体的な範囲を都市計画として定めるものである。 
 
変 更 概 要 

名  称 変更区間・位置 変 更 事 項 
第１３号線 

 

豊島区西池袋一丁目 立体的な範囲の設定（面積約４７０㎡（豊島区西池袋

一丁目地内）） 

 
 









国家戦略都市計画建築物等整備事業を定める理由書  

 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 都 市 高 速 鉄 道 第 13 号 線  

 

２  理  由  

  都 市 高 速 鉄 道 第 13 号 線 は 、 東 京 メ ト ロ 副 都 心 線 と し て 、 池 袋 駅

か ら 渋 谷 駅 間 が 開 業 し て お り 、東 京 圏 の 鉄 道 ネ ッ ト ワ ー ク を 構 成 す

る 重 要 な 路 線 の 一 つ で あ る 。  

  豊 島 区 西 池 袋 一 丁 目 地 内 に お い て 、 都 市 高 速 鉄 道 第 13 号 線 の 区

域 を 施 設 建 築 敷 地 に 含 む 池 袋 駅 西 口 地 区 第 一 市 街 地 再 開 発 事 業 が

予 定 さ れ て い る 。  

  市 街 地 再 開 発 事 業 の 事 業 計 画 に お い て 、都 市 高 速 鉄 道 が 存 す る よ

う に 定 め 、そ の 機 能 を 保 全 す る た め 、施 設 建 築 敷 地 内 の 都 市 高 速 鉄

道 第 号 線 の 区 域 に つ い て 、立 体 的 な 範 囲 を 都 市 計 画 と し て 定 め る も

の で あ る 。  

  上 記 の 市 街 地 再 開 発 事 業 は 、国 際 競 争 力 強 化 に 資 す る 取 組 と し て 、

国 家 戦 略 都 市 計 画 建 築 物 等 整 備 事 業 に 定 め る 予 定 で あ り 、都 市 高 速

鉄 道 第 13 号 線 の 変 更 に つ い て も 、 併 せ て 同 事 業 に 定 め る も の で あ

る 。  

 

 

 


